上町自治会館利用規定

（目的）

第 １ 条　この規定は上町自治会館が管理する集会所について、利用者間の公平を確保し、適切な利用をはかることを目的とする。

（名称）

第 ２ 条　集会所の名称は上町自治会館（通称氷川会館）とする。

(事務局)

第 ３ 条　上町自治会館の管理運営主体は上町自治会とし、事務局を同自治会総務部内に置く。

（利用者の範囲）

第 ４ 条　利用者の範囲は、原則として上町自治会、町内に存在する各種団体（自治会助成金受給団体及び準公式団体）、町内に存在する各種同好会及び町内在住個人とする。　　　　　　　　　　　但し、利用時間に余裕のある場合は、営利を目的としないこと等を条件として、上町地区外の団体・個人の利用を認めるものとする。

（利用時間）

第 ５ 条　利用時間の区分は、下記による。

　　　　　（１）午前の部　　８：00 ～ 12：00

　　　　　（２）午後の部　　12：00 ～ 17：00

　　　　　（３）夜間の部　　17：00 ～ 22：00

（利用料）

第 ６ 条　利用料は下表の通りとする。

　　　　　但し、利用時間が前条に定める区分の２区分にまたがる場合は倍額の料金とし、３区分にまたがる場合は３倍の料金とする。

	
	午前
	午後
	夜間

	自治会・各種団体
	無料
	無料
	無料

	町内各種同好会・個人
	500円
	500円
	500円

	その他の団体・個人
	1,000円
	1,000円
	1,000円


（冷暖房料）

第 ７ 条　夏季（６月１日～９月20日）及び冬季（11月１日～３月20日）に会館を利用する場合は、使用の有無にかかわらず冷暖房料を支払うこととする。料金は下記の表の通りとし、２区分以上にまたがる場合は前条但し書きを準用する。
	
	午前
	午後
	夜間

	自治会・各種団体
	無料
	無料
	無料

	町内各種同好会・個人
	200円
	200円
	200円

	その他の団体・個人
	500円
	500円
	500円


（利用申込）

第 ８ 条　申込みを希望する者は、希望日の３日前までに事務局に責任者名を明示して、電話または口頭で申込みを行い、利用日前日までに利用料を持参しなければならない。

（利用者の遵守事項）

第 ９ 条　利用者が遵守しなければならない事項は次の通りとする。

　　　　　１、鍵の事前受理

　　　　　２、備品等の設営及び収納

　　　　　３、電気、ガス等の効率的な使用

　　　　　４、火気、施錠等の安全確認

　　　　　５、会館内の整理整頓、清掃

　　　　　６、鍵の返却

　　　　　７、その他必要事項

（運営委員会）

第 10 条　会館の運営を円滑に行う事に資するため、運営委員会を設置する事ができる。

　　　　　運営委員会の構成、検討事項、権限等については別に定める。

（規定の改正）

第 11 条　本規定の改正は常任委員会に付議し、同委員会の承認を経て総会に報告するものとする。

　　　　　　　 付則

　　　　　　　 本規定は平成13年４月１日より施行する。

以上

	上町自治会館（通称氷川会館）利用者へのお願い

	　左の写真は、上町自治会館の台所の壁面に止むを得ず貼られたお願いの文書です。どうか常識的な下記のお願いを守って、明るく、仲良く、楽しく、気持ち良く、自治会館をご利用ください。
　1、テーブル等の酒類、ジュース、お茶等の汚れが目立ちます。備品を収納する前にもう一度ご確認いただき、汚れは雑巾で拭き取ってください。

　2、自治会館には、常駐の管理人がおりません。

生ゴミ、空き缶、空き箱、可燃ごみ、不燃ごみ等、あらゆるごみは全てお持ち帰りください。
～　次に借りる人のことを考えて　～
	[image: image1.jpg]Aot imWU..Ka AW
¢
SO 0 S

et e |

mBRY” R

N

ﬂ;z;v ..ﬂw.,e,é it
- Y OANTSIRAS

qETERRL
T EE TR By

AR N

D HEEHEL LENE WR

KR pRaEARKUNEROY
KRPowni

fmE-Ti e







